
徳島県福祉サービス評価受審認定証交付要領

（目的）

第１条 この要領は、徳島県福祉サービス評価事業（以下「評価事業」という ）実。

施要綱第３条の規定に基づき、評価事業に対する県民の正しい理解と福祉サービス

事業者の受審促進を図るため、徳島県福祉サービス評価受審認定証（以下「受審認

定証」という ）を交付することにより、評価事業の普及啓発を行うことを目的と。

する。

（交付要件及び公表期間）

第２条 福祉サービス評価を受審し、その評価結果が「福祉保健医療情報ネットワー

ク（ＷＡＭ ＮＥＴ （以下「ＷＡＭ ＮＥＴ」という ）で公表された場合に、）」 。

県は受審認定証を交付するものとする。

なお、ＷＡＭ ＮＥＴにおける評価結果の公表期間は、評価結果を公表した日か

ら起算して３年間とする。

（交付申請）

第３条 受審認定証の交付申請をしようとする事業者は、県が認証した徳島県福祉サ

ービス評価機関（以下「評価機関」という ）による福祉サービス評価を受審し、。

その評価機関から評価結果の報告を受け 評価結果の公表に同意した後 申請書 様、 、 （

式第１号）により県に対して受審認定証交付申請を行うものとする。

（受審認定証の交付）

第４条 県は、申請のあった事業者について、福祉サービス評価を受審し、評価結果

が公表されたと認定した場合には、受審認定証（様式第２号）を交付するものとす

る。

（その他）

第５条 この要領に定めるもののほか、実施に当たり必要な事項は、別に定めるもの

とする。

附 則

この要領は、平成１９年９月７日から施行する。



（様式第１号）

徳島県福祉サービス評価受審認定証交付申請書

平成 年 月 日

徳 島 県 知 事 殿

所 在 地

事 業 者 名

施 設 名

代 表 者 名 印

徳島県福祉サービス評価事業実施要綱及びこれに基づく実施要領等に従い、徳島県

が認証した徳島県福祉サービス評価機関による福祉サービス評価を受審し、評価結果

の公表について同意しましたので、徳島県福祉サービス評価受審認定証交付要領第３

条の規定に基づき、受審認定証交付申請を行います。

１．評価結果公表開始日(予定日)

平成 年 月 日から

２．評価を受審した評価機関名

○○○○法人 ○○○○


